
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上富良野町 

保健福祉課高齢者支援班     電 話 ４５－６９８７ 

上富良野町地域包括支援センター 電 話 ４５－６５３３ 

ＦＡＸ ４５－５７８８ 

 

 

令和７年４月現在 



 

 

 

 

 

サービス内容 理美容師が自宅に伺って散髪します。 

対 象 者 
要介護３以上、同程度の障害がある方で、歩行が困難又は 

寝たきり状態のため、理美容院に行くことができない方。 

利 用 者 負 担 １回２，０００円 

サービス提供者 町内の理美容サービス提供者（登録業者のみ） 

 

 

 

 

 

サービス内容 

 栄養のバランスを考えた食事（お弁当）を 

定期的に自宅まで届け、食生活の自立支援を 

行います。（月～土の夕食のみ） 

対 象 者 
 独居又は高齢者のみの世帯等で、長時間の立位が困難、 

火気の使用が難しい等の理由により食事の準備が困難な方 

利 用 者 負 担 
主食＋副食セット １食４５０円 

副食のみ     １食３５０円 

サービス提供者 
 調理等は、町内施設の栄養士・調理師 

配達は、町社会福祉協議会の個人ボランティア 

 

 

 

 

サービス内容 

 入院、退院、通院、その他社会活動 

参加のための外出等の際に、特殊車両 

にて移送します。 

対 象 者 
 歩行が困難又は寝たきり状態等により普通車両での移動が 

困難な要介護２以上又は同程度の障害のある方 

利 用 者 負 担 

町 内  ２５０円 富良野市 １，２５０円 

旭川市 ２，５００円 それ以外は、距離に応じます。 

（料金はいずれも片道料金） 

サービス提供者 上富良野町社会福祉協議会 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

サービス内容 
 日常生活に必要最低限の範囲又は救急時の通路確保をする

ため、冬期間の除雪を行います。（おおむね１５cm 以上） 

対 象 者 
 町民税非課税世帯で、自宅近くに近親者のいない独居、 

高齢者世帯、障がい者世帯等で、除雪が困難な方 

利 用 者 負 担 １５分につき、７５円 

サービス提供者 町内の除雪業者（登録業者のみ）、除雪サポーター 

 

 

  

 

サービス内容 消防署等に直接連絡できる通報装置を自宅に設置します。 

対 象 者 
独居又は高齢者のみの世帯等で、介護認定者、虚弱高齢者、

障がい者等の方 

利 用 者 負 担 
生活保護世帯 ０円・町民税非課税世帯 3,000 円 

町民税課税世帯 6,000 円 

通 報 受 信 者 

富良野広域連合 上富良野消防署 

地域包括支援センター 

安全センター株式会社 ※R7.4～新規、切替設置済み分から 

 

 

  

 

対 象 者 

 上富良野町に住所を有し居住する寝たきり者等で、常時 

おむつを必要とする町民税非課税世帯。※福祉施設への 

入所、91 日以上の入院をした場合は対象外となります。 

助 成 金 額 月 5,000 円 

手 続 き 等 

申請書に「地区担当保健師」か「担当介護支援専門員」（担

当ケアマネージャー）か「地域包括支援センター職員」の

おむつが必要な意見を記入のうえ提出。 

認定基準と照合のうえ、助成の有無が決定されます。 

 

 

 



 

＜在宅福祉サービス関係機関＞ 

◆上富良野町保健福祉課 45-6987 

◆上富良野町地域包括支援センター 45-6533 

◆上富良野町社会福祉協議会 45-3505 

◆富良野広域連合上富良野消防署 45-2119 

◆上富良野町ラベンダーハイツ 45-2300 

◆上富良野町ラベンダーデイサービスセンター 45-2332 

◆デイサービスセンター かみん（富良野あさひ郷） 45-2256 

◆上富良野町高齢者事業団（登録除雪事業者） 45-5134 

◆安全センター（株）   （緊急通報委託事業者） 011-611-9399 

 

  

※次に該当するときは、サービス利用が取り消されます。 

①条例に掲げる対象者に該当しなくなったとき 

②利用者が死亡又は転出したとき 

③福祉施設に入所、長期入院となったとき 

④サービスの利用が無くなったとき 

⑤町税等の滞納があったとき 

⑥利用料を納入しないとき 


